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附
則

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
栃
木
県
は
、
大
規
模
な
災
害
が
少
な
い
県
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
に
は
、

茂
木
水
害
、
那
須
水
害
を
は
じ
め
と
す
る
豪
雨
、
洪
水
、
竜
巻
等
に
よ
る
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
経
験
を
持

つ
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
県
内
に
お
い
て
も
震
度
六
強
を
観
測
し
、
尊
い
人
命
や
貴
重
な
財
産
が
失

わ
れ
た
ほ
か
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
今
な
お
社
会
生
活
や
経
済
活
動
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
。

県
で
は
、
こ
れ
ら
の
過
去
の
災
害
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
様
々
な
防
災
対
策
を
進
め
て
い
る
が
、
災
害
が
発
生

し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
を
最
小
化
し
、
そ
の
迅
速
な
回
復
を
図
る
た
め
に
は
、
行
政
に
よ
る
防
災
対
策
に
加

え
、
県
民
一
人
一
人
が
真
剣
に
災
害
に
備
え
、
防
災
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
域

の
住
民
、
学
校
、
企
業
等
が
、
平
時
か
ら
共
に
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
防
災
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
、
ま
た
、

災
害
時
に
は
共
に
被
害
の
拡
大
の
防
止
や
復
旧
に
取
り
組
む
こ
と
等
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
連
携
協

力
し
て
災
害
に
対
応
す
る
能
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
災
害
か
ら
尊
い
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
り
、
全
て
の
県
民
が
安
全
に
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
構
築
を
目
指
し
、
災
害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り
に
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ

と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
災
害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
民
、
自
主
防

災
組
織
及
び
事
業
者
（
以
下
「
県
民
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
県
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
災

害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り
の
た
め
の
防
災
対
策
（
以
下
「
防
災
対
策
」
と
い
う
。
）
の
基
本
と
な
る
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
防
災
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
災
害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

災
害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り

本
県
に
お
い
て
、
災
害
か
ら
尊
い
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
り
、
全

て
の
県
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
を
い
う
。



二

災
害

暴
風
、
竜
巻
、
豪
雨
、
豪
雪
、
洪
水
、
崖
崩
れ
、
土
石
流
、
地
震
、
噴
火
、
地
滑
り
そ
の
他
の

異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
火
事
、
爆
発
、
放
射
性
物
質
の
大
量
の
放
出
そ
の
他
の
大
規
模
な
事
故

に
よ
り
生
ず
る
被
害
を
い
う
。

三

防
災

災
害
を
未
然
に
防
止
し
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、
及
び
災
害

の
復
旧
を
図
る
こ
と
を
い
う
。

四

防
災
関
係
機
関

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規

定
す
る
指
定
地
方
行
政
機
関
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
公
共
機
関
、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
指

定
地
方
公
共
機
関
並
び
に
知
事
が
別
に
定
め
る
公
共
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者
を
い

う
。

五

自
主
防
災
組
織

住
民
の
隣
保
協
同
の
精
神
に
基
づ
く
自
発
的
な
防
災
組
織
を
い
う
。

六

学
校

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
百
二

十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
同
法
第
百
三
十
四
条
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。

七

避
難
行
動
要
支
援
者

地
域
に
居
住
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
特
に
配
慮
を
要
す
る

者
の
う
ち
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者

で
あ
っ
て
、
そ
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
特
に
支
援
を
要
す
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

災
害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り
は
、
自
ら
の
安
全
を
自
ら
守
る
自
助
、
地
域
の
住
民
が
互
い
に
助
け
合

う
互
助
、
事
業
者
そ
の
他
の
地
域
に
関
わ
る
人
々
が
連
携
し
助
け
合
う
共
助
及
び
公
的
機
関
が
援
助
を
行
う

公
助
を
基
本
と
し
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

災
害
に
強
い
と
ち
ぎ
づ
く
り
は
、
県
民
等
並
び
に
県
及
び
市
町
村
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
又
は
役
割
を
担

う
と
と
も
に
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
て
着
実
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
民
の
責
務
）

第
四
条

県
民
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
災
害
に
備
え
る
意

識
を
高
め
、
自
ら
防
災
対
策
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
地
域
に
お
け
る
防
災
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
県
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機

関
（
以
下
「
県
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
自
主
防
災
組
織
が
実
施
す
る
防
災
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
自
主
防
災
組
織
の
責
務
）

第
五
条

自
主
防
災
組
織
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
の
住
民
と
連
携
し
、
地
域
に
お
け
る
防
災
対
策

を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

自
主
防
災
組
織
は
、
県
等
が
実
施
す
る
防
災
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
六
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
従
業
員
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
自
ら
防
災
対
策
を
実



施
し
、
か
つ
、
地
域
の
住
民
及
び
自
主
防
災
組
織
と
連
携
し
て
地
域
に
お
け
る
防
災
対
策
を
実
施
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
災
害
時
に
お
い
て
事
業
を
継
続
し
、
又
は
早
期
に
復
旧
す
る
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
及
び

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
は
、
県
等
及
び
自
主
防
災
組
織
が
実
施
す
る
防
災
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
の
責
務
）

第
七
条

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
防
災
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
災
害
時
に
お
い
て
必
要
な
事
務
及
び
事
業
を
継
続
し
、
又
は
早
期
に
復
旧
す
る
た
め
の
計
画
を
作

成
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
県
民
等
が
実
施
す
る
防
災
対
策
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
と
市
町
村
と
の
協
力
）

第
八
条

県
及
び
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
防
災
対
策
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
、

相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
対
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
配
慮
）

第
九
条

県
民
等
及
び
県
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
て
、
防
災
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

気
象
、
地
形
、
社
会
、
文
化
そ
の
他
の
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
る
こ
と
。

二

男
女
共
同
参
画
の
視
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
。

三

避
難
行
動
要
支
援
者
の
実
情
を
踏
ま
え
る
こ
と
。

四

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
こ
れ
と
の
連
携
協
力
を
図
る
こ
と
。

第
二
章

県
民
等
に
よ
る
防
災
対
策
の
推
進

（
防
災
知
識
の
習
得
等
）

第
十
条

県
民
等
は
、
防
災
に
関
す
る
知
識
の
習
得
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

自
主
防
災
組
織
は
、
地
域
に
お
い
て
、
防
災
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
避
難
場
所
、
避
難
経
路
そ
の
他

の
防
災
に
関
す
る
情
報
の
周
知
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
従
業
員
が
適
切
な
対
応
が

と
れ
る
よ
う
、
防
災
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

学
校
の
設
置
者
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
児
童
、
生
徒
、
学

生
又
は
幼
児
（
以
下
「
児
童
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
が
避
難
そ
の
他
の
適
切
な
行
動
が
と
れ
る
よ
う
、
防
災

に
関
す
る
教
育
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
訓
練
へ
の
参
加
等
）

第
十
一
条

県
民
等
は
、
県
等
が
実
施
す
る
防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

自
主
防
災
組
織
及
び
事
業
者
は
、
定
期
的
に
防
災
訓
練
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。



（
物
資
の
備
蓄
等
）

第
十
二
条

県
民
等
は
、
食
品
、
飲
料
水
そ
の
他
の
生
活
必
需
物
資
の
備
蓄
に
努
め
る
と
と
も
に
、
生
活
必
需

物
資
、
災
害
に
関
す
る
情
報
を
収
集
で
き
る
機
器
そ
の
他
の
災
害
時
に
有
用
な
物
資
を
避
難
の
際
に
直
ち
に

持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

自
主
防
災
組
織
及
び
事
業
者
は
、
初
期
消
火
、
負
傷
者
の
救
出
等
の
た
め
の
資
機
材
の
整
備
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
建
築
物
の
倒
壊
等
の
防
止
）

第
十
三
条

県
民
等
は
、
自
ら
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
建
築
物
及
び
工
作
物
並
び
に
家
具
及
び
家
財
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
倒
壊
等
及
び
こ
れ
に
伴
う
火
災
の
発
生
そ
の
他
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
円
滑
な
避
難
等
）

第
十
四
条

県
民
等
は
、
避
難
場
所
、
避
難
経
路
及
び
家
族
等
と
の
連
絡
方
法
を
確
認
し
、
並
び
に
災
害
が
発

生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
と
る
べ
き
行
動
を
整
理
し
て
お
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２

県
民
等
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
災
害
に
関
す
る
情
報
の

収
集
に
努
め
、
自
ら
必
要
と
判
断
し
た
と
き
、
又
は
避
難
の
勧
告
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
円
滑
に
避
難
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

自
主
防
災
組
織
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
災
害
に
関
す
る

情
報
の
伝
達
、
避
難
の
誘
導
そ
の
他
地
域
の
住
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

４

事
業
者
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
避
難
の
誘
導
そ
の
他
従
業

員
、
来
所
者
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

学
校
の
設
置
者
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
生
徒
等
の
特
性

を
踏
ま
え
、
避
難
の
誘
導
そ
の
他
児
童
生
徒
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
災
害
情
報
の
提
供
）

第
十
五
条

県
民
等
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
ら
の
安
全
に
十
分

留
意
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
災
害
の
発
生
状
況
等
、
自
ら
得
た
当
該
災
害
に
関
す
る
情
報
を
県
等

に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
災
害
教
訓
の
伝
承
等
）

第
十
六
条

県
民
等
は
、
過
去
の
災
害
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を
伝
承
し
、
防
災
対
策
へ
活
用
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。



（
自
主
防
災
組
織
及
び
消
防
団
へ
の
参
加
等
）

第
十
七
条

県
民
等
は
、
自
主
防
災
組
織
及
び
消
防
団
の
防
災
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
従
業
員
の
自
主
防
災
組
織
の
防
災
活
動
へ
の
参
加
並
び
に
消
防
団
へ
の
加
入
及
び
消
防
団
の

活
動
へ
の
参
加
に
つ
い
て
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

県
に
よ
る
防
災
対
策
の
推
進

（
防
災
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
）

第
十
八
条

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
、
防
災
の
観
点
を
踏
ま
え
た
市
街
地
、
道
路
、
公

園
、
河
川
、
砂
防
設
備
等
の
整
備
、
建
築
物
の
耐
震
性
の
向
上
そ
の
他
防
災
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
総

合
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
意
識
の
高
揚
）

第
十
九
条

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
て
広
報
活
動
を
実
施
し
、
県
民
等
の
防
災
に
関
す

る
意
識
の
高
揚
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
学
習
の
振
興
等
）

第
二
十
条

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
防
災
に
関

す
る
学
習
の
振
興
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
、
地
域
に
お
け
る
防
災
対
策
を
担
う
人
材
の
育
成
及
び
確

保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
訓
練
の
実
施
等
）

第
二
十
一
条

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
並
び
に
県
民
等
と
連
携
協
力
し
、
総
合
的
な
防
災
訓
練
を

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
地
域
に
お
い
て
多
様
か
つ
実
践
的
な
防
災
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
県
民
等
及
び
市
町
村
に
対

す
る
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
災
害
情
報
の
周
知
）

第
二
十
二
条

県
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
市
町
村
及
び
報
道
機
関

等
と
連
携
し
、
県
民
等
が
適
切
な
対
応
が
と
れ
る
よ
う
、
当
該
災
害
に
関
す
る
情
報
の
周
知
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
自
主
防
災
組
織
及
び
消
防
団
へ
の
支
援
等
）

第
二
十
三
条

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
、
自
主
防
災
組
織
の
結
成
及
び
活
動
並
び
に
消

防
団
の
活
動
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
、
県
民
及
び
事
業
者
に
対
し
、
自
主
防
災
組
織
及
び
消
防

団
の
活
動
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
図
る
も
の
と
す
る
。



（
事
業
者
等
と
の
協
定
）

第
二
十
四
条

県
は
、
災
害
時
に
お
け
る
食
品
、
飲
料
水
、
医
薬
品
等
の
供
給
、
必
要
な
人
員
及
び
物
資
の
緊

急
輸
送
の
確
保
そ
の
他
の
応
急
対
策
等
に
関
し
、
事
業
者
等
と
の
協
定
の
締
結
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
防
災
活
動
の
環
境
整
備
）

第
二
十
五
条

県
は
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
、
災
害
時
に
お
け
る
防
災
活
動
に
従
事
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
し
、
受
入
体
制
の
整
備
そ
の
他
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
防
災
活
動
を
推
進
す
る
上
で
必
要
な
環

境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
と
ち
ぎ
防
災
の
日
）

第
二
十
六
条

県
は
、
防
災
対
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
県
民
等
の
理
解
を
深
め
る
日
と
し
て
、
と
ち
ぎ
防
災
の

日
を
定
め
る
。

２

と
ち
ぎ
防
災
の
日
は
、
三
月
十
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


